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熊本県火災共済協同組合 

（ 公 印 省 略 ） 

台風 10号接近に伴う事故受付等の対応について（事務連絡） 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素から当組合の業務につきまして、

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、この度の台風 10号は 29日（木）から 30日（金）に熊本県に接近するおそれがあり、

広範囲の災害が予想されます。 

つきましては、事故受付等の対応について下記のとおりご案内申し上げます。また、代理

所の皆さまにおかれましては、台風災害発生に備え、事故受付等のご対応をお願い申し上げ

ます。 

当組合では、万一お客様が被災された場合には万全の対応を尽くすとともに、代理所の皆

さまとの連携のもと、迅速な共済金支払を目指しますので、ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

記 

※事故受付等について 

契約者の方々から風災事故の連絡があった場合、お手数をおかけいたしますが、別添の事

故受付票で事故受付をしていただき、当組合までＦＡＸ（０９６－３５４－０８６１）くだ

さいますようお願い申し上げます。 

なお、火災共済、まごころ共済・自動車共済車両共済の事故報告書は、くまもと共済ホー

ムページの「代理所専用ページ 台風 10号事故受付書類」からダウンロードできますのでご

利用ください。 

ＦＡＸ ０９６－３５４－０８６１ 

ＴＥＬ ０９６－３２５－３４１１ 

※災害に便乗した悪質商法によるトラブルにご注意ください！ 

建物修理に関して、「火災共済（保険）が使える」と誘う業者とのトラブルが増加していま

す。災害に便乗した悪質な商法には十分ご注意してください。 

次ページに続きます 



※台風 10号接近に伴う当組合の業務について（営業所も含みます。） 

台風接近に伴う職員の安全確保の面から、以下のとおり業務時間等を変更し、30日（金）

を臨時休業とさせていただきます。 

８月 28日（水）通常業務（午前８時 30分から午後５時 15分まで） 

８月 29日（木）午前中（午前８時 30 分から正午まで）のみ業務 

８月 30日（金）臨時休業 

８月 31日（土）午前８時 30 分から午後５時 15 分まで業務を行います。 

以上 


